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規 則

貸金業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３４号

貸金業法施行細則の一部を改正する規則
貸金業法施行細則（昭和５８年北海道規則第７５号）の一部を次のように改正する。
第２条ただし書中「、第８号から第１０号」を「から第８号」に、「第１３号（第１０号」を
「第１１号（第８号」に、「第１５号から第２１号」を「第１３号から第１９号」に改め、同条中第５
号及び第６号を削り、第７号を第５号とし、第８号から第１４号までを２号ずつ繰り上げ、同
条第１５号中「業務報告書」を「事業報告書」に改め、同号を同条第１３号とし、同条中第１６号
を第１４号とし、第１７号から第１９号までを２号ずつ繰り上げ、同条第２０号中「第２４条の６の１１
第１項」を「第２４条の６の１２第１項」に改め、同号を同条第１８号とし、同条第２１号中「第２４
条の６の１１第２項」を「第２４条の６の１２第２項」に改め、同号を同条第１９号とし、同条第２２
号中「第２４条の６の１１第３項」を「第２４条の６の１２第３項」に改め、同号を同条第２０号とし、
同条第２３号中「第２４条の６の１１第４項」を「第２４条の６の１２第４項」に改め、同号を同条第
２１号とし、同条第２４号中「第４４条の３第１項」を「第４４条の２第１項」に改め、同号を同条
第２２号とし、同条第２５号中「第４４条の３第３項」を「第４４条の２第３項」に改め、同号を同

条第２３号とし、同条第２６号中「第４４条の４」を「第４４条の３」に改め、同号を同条第２４号と
する。
第９条の見出し中「業務報告書」を「事業報告書」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３５号

北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則
北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則（昭和３８年北海道規則第１４２号）の一部を
次のように改正する。
別記第３号様式一般職場適応訓練委託契約書第１４条第１号から第４号までを次のように改
める。
� 乙が排除措置命令（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律
第５４号。以下この条及び第１９条において「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排
除措置命令をいう。以下この条及び第１９条において同じ。）を受けた場合において、当
該排除措置命令について行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第２項に規定
する処分の取消しの訴え（以下この条において「処分の取消しの訴え」という。）が提
起されなかったとき。

� 乙が納付命令（独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下こ
の条及び第１９条において同じ。）を受けた場合において、当該納付命令について処分の
取消しの訴えが提起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定
により取り消されたときを含む。）。

� 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納
付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを
却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

� 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又
は納付命令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったと
された場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかっ
たとき（当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消されたときを含
む。）又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分
の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
別記第３号様式一般職場適応訓練委託契約書第１４条第５号を削り、同条第６号中「乙に対
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する命令で確定した場合に限り」を「処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合（こ
れらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合（当該納付命令が独占禁止
法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）又はこれらの命令に係る処分の取
消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する
判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。）における乙に対する命令とし」に、
「各名宛人に対する命令全てが確定した場合に限る」を「処分の取消しの訴えが提起されな
かった等の場合における各名宛人に対する命令とする」に、「これが確定した」を「処分の
取消しの訴えが提起されなかった等の」に改め、同号を同条第５号とし、同条第７号を同条
第６号とする。
別記第３号様式一般職場適応訓練委託契約書第１９条第１項ただし書中「第６号まで」を
「第５号まで」に、「、納付命令又は審決」を「又は納付命令」に改める。
別記第３号様式の２職場実習委託契約書第１４条第１号から第４号までを次のように改める。
� 乙が排除措置命令（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律
第５４号。以下この条及び第１９条において「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排
除措置命令をいう。以下この条及び第１９条において同じ。）を受けた場合において、当
該排除措置命令について行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第２項に規定
する処分の取消しの訴え（以下この条において「処分の取消しの訴え」という。）が提
起されなかったとき。

� 乙が納付命令（独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下こ
の条及び第１９条において同じ。）を受けた場合において、当該納付命令について処分の
取消しの訴えが提起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定
により取り消されたときを含む。）。

� 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納
付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを
却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

� 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又
は納付命令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったと
された場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかっ
たとき（当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消されたときを含
む。）又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分
の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
別記第３号様式の２職場実習委託契約書第１４条第５号を削り、同条第６号中「乙に対する
命令で確定した場合に限り」を「処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合（これら
の命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合（当該納付命令が独占禁止法第
６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）又はこれらの命令に係る処分の取消し

の訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決
が確定したときをいう。以下この号において同じ。）における乙に対する命令とし」に、
「各名宛人に対する命令全てが確定した場合に限る」を「処分の取消しの訴えが提起されな
かった等の場合における各名宛人に対する命令とする」に、「これが確定した」を「処分の
取消しの訴えが提起されなかった等の」に改め、同号を同条第５号とし、同条第７号を同条
第６号とする。
別記第３号様式の２職場実習委託契約書第１９条第１項ただし書中「第６号まで」を「第５
号まで」に、「、納付命令又は審決」を「又は納付命令」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

北海道立農業大学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３６号

北海道立農業大学校管理規則の一部を改正する規則
北海道立農業大学校管理規則（昭和４９年北海道規則第４５号）の一部を次のように改正する。
第１７条を削り、第１６条の２を第１７条とする。
第１８条の６を次のように改める。
第１８条の６ 削除
第１９条の３中「、第１２条の２から第１２条の４まで、第１３条」を「及び第１２条の２」に改め、
「及び第１７条」を削る。
別表を次のように改める。
別表（第６条関係）

科目及び時間数の基準

区分
科目（単位数） 時間数

第１学年 第２学年 第１学年 第２学年

教
養
科
目

必修
科目

農 業 経 営 基 礎� 時間
１５

時間

外 国 語�
特 別 活 動� １２０

体 育� ４５ ４５

選択
ア グ リ ラ イ フ 論�
英 会 話� ４５
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科目 農 村 活 性 化 論� ３０

共
通
専
門
科
目

必修
科目

農 業 簿 記�
農 業 簿 記 演 習�
農 業 機 械 学�
農 業 機 械 学 演 習�

農 政 ・ 経 済�
農 業 経 営�
経 営 分 析 論 演 習�
経 営 設 計�
経 営 設 計 演 習�

１３５ １５０

選択
科目

農 畜 産 加 工 演 習�
情 報 処 理 演 習�
危 険 物�
新 規 参 入 者 入 門�
キャリアデザイン�

アグリビジネス論�
溶 接�
毒 物 劇 物�
長期海外研修等実践英会話�
海外農業視察研修�
農村空間利用論演習�

１２０ １９５

乳 牛 飼 養 論�
肉 牛 飼 養 論 ��
畑 作 栽 培 概 論�
野 菜 栽 培 概 論�

６０

養
成
課
程

畜
産
経
営
学
科
専
門
科
目

必修
科目

プロジェクト概論�
プロジェクト実践��
畜産機械施設演習�
家 畜 栄 養 学 ��
家 畜 解 剖 学�
家 畜 管 理 論�
飼 料 作 物 学�
家 畜 飼 養 論�
専 攻 実 習�
体 験 学 習�
家 畜 繁 殖 学 ��
家 畜 育 種 論�
土 壌 肥 料 学�
先進農業機械学演習�

卒 業 論 文�
プロジェクト実践�	
家 畜 栄 養 学 ��
生 物 工 学�

１，１１０ ６１５

選択
科目

肉 牛 飼 養 論 ��
家畜飼養管理演習�
畜 産 環 境 論�
家 畜 繁 殖 学 ��
家 畜 繁 殖 学 演 習�
家 畜 衛 生 学�
家 畜 衛 生 演 習�
畜産物加工流通論�

２４０

畑
作
園
芸
経
営
学
科
専
門
科
目

必修
科目

プロジェクト概論�
プロジェクト実践��
畑作園芸機械施設演習�
生 物 工 学�
生 物 工 学 実 験�
作 物 保 護�
土 壌 肥 料 実 験�
植 物 生 理 概 論�
土 壌 肥 料 学�
専 攻 実 習�
体 験 学 習�
先進農業機械学演習�

卒 業 論 文�
プロジェクト実践�	

１，１１０ ５７０

選択
科目

クリーン・有機農業論� 農 産 物 流 通 論� １５ ３０

麦 類 栽 培 論�
豆 類 栽 培 論�
ばれいしょ栽培論�
て ん さ い 栽 培 論�
葉 菜 類 栽 培 論�
根 菜 類 栽 培 論�
果 菜 類 栽 培 論�
西洋野菜・花き栽培論�

１２０

計
２，５９５ １，８４５

３３０

研
究
課

必修科目

農 業 経 済�
農 業 経 営�
農 業 統 計�
財 務 管 理�
経 営 計 画�
長 期 計 画 演 習�
専 門 研 究�
研究課題計画演習��
総 合 実 習 �

農業組織計画演習�
家 畜 飼 養 特 論�
作 物 栽 培 特 論�
新規参入経営基礎�
就 農 計 画 演 習�

農協・農業団体論�
農 協 法 人 組 織 論�
農 業 政 策�
農 業 経 営 税 務�
農業機械組織利用演習�
研究課題計画演習��
総 合 実 習 �

環 境 保 全 演 習�
卒 業 論 文�
農 業 技 術 概 論�

１，３２０ １，１４０

６次産業化基礎演習�
６次産業化実践実習�
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程 畜 産 経 営 学�
農 産 経 営 学�
新規参入基礎講座�

２２５

選択科目

作 物 栽 培 基 礎�
土 壌 肥 料 学�
農業情報処理演習�
英 会 話�
労働衛生・労働管理�

農 家 視 察 実 習�

１０５ ４５

繁殖実践強化演習�
農 業 特 別 実 習�
特 別 講 座�

１０５

特別活動 学校行事 部・サークル活動 ７５ ７５

計
１，５００ １，２６０

３３０

附 則

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第１７条を削り、第１６条の２を第
１７条とする改正規定並びに第１８条の６及び第１９条の３の改正規定は、公布の日から施行す
る。
２ 平成２７年３月３１日において現に北海道立農業大学校の養成課程又は研究課程に在校して
いる者に係る履修すべき科目及び時間数の基準については、この規則による改正後の北海
道立農業大学校管理規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

砂防法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３７号

砂防法施行細則の一部を改正する規則
砂防法施行細則（昭和４０年北海道規則第１３０号）の一部を次のように改正する。
第２条第１３号中「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法」を「国
立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

海岸法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２７年３月２７日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第３８号

海岸法施行細則の一部を改正する規則
海岸法施行細則（昭和４５年北海道規則第５８号）の一部を次のように改正する。
第１２条の５中「第１２条の２」を「第１２条の４」に、「、第１２条の３第１項」を「、第１２条
の５第１項」に改め、同条を第１２条の７とし、第１２条の４を第１２条の６とする。
第１２条の３第１項中「別記第８号様式」を「別記第１１号様式」に改め、同条を第１２条の５
とする。
第１２条の２中「別記第７号様式」を「別記第１０号様式」に改め、同条を第１２条の４とし、
第１２条の次に次の２条を加える。
（海岸協力団体の指定の申請）
第１２条の２ 法第２３条の３第１項の申請は、別記第７号様式の申請書により行うものとする。
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
� 法人等（法人及び省令第７条の３に規定する団体をいう。以下この項において同
じ。）の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の数が記載
されている書類

� 活動実績報告書
� 活動実施計画書
� 法人等の収支計算書及び監査報告書
� 納税義務を有する法人等にあっては、納税証明書
� 誓約書（別記第８号様式）
 その他知事が必要と認める書類
（海岸協力団体の名称等の変更の届出）
第１２条の３ 法第２３条の３第３項の規定による届出は、別記第９号様式の届出書により行う
ものとする。
第１４条及び第１５条中「別記第９号様式」を「別記第１２号様式」に改める。
別表、別記第１号様式及び別記第４号様式から別記第６号様式までの規定中「第１２条の
５」を「第１２条の７」に改める。
別記第９号様式を別記第１２号様式とする。
別記第８号様式中「（第１２条の３関係）」を「（第１２条の５関係）」に改め、同様式を別
記第１１号様式とする。
別記第７号様式中「（第１２条の２関係）」を「（第１２条の４関係）」に改め、同様式を別
記第１０号様式とし、別記第６号様式の次に次の３様式を加える。
別記第７号様式（第１２条の２関係）
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海岸協力団体指定申請書
年 月 日

北海道知事 様
住所又は事務所の所在地

申請者 名 称
代表者氏名 �
（電話番号 ）

海岸協力団体の指定を受けたいので、海岸法第２３条の３第１項の規定により、関係書
類を添えて申請します。
添付書類
１ 申請者の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の申請者の構成員の数
が記載されている書類
２ 活動実績報告書
３ 活動実施計画書
４ 申請者の収支計算書及び監査報告書
５ 納税義務を有する法人等にあっては、納税証明書
６ 誓約書
７ その他知事が必要と認める書類

別記第８号様式（第１２条の２関係）
誓約書

年 月 日
北海道知事 様

申請者
名 称
代表者氏名 �

海岸協力団体の指定を受けた場合に、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協力
団体と称して活動を行わないことを誓約します。
別記第９号様式（第１２条の３関係）

名称等変更届出書
年 月 日

北海道知事 様
住所又は事務所の所在地

申請者 名 称
代表者氏名 �
（電話番号 ）

次のとおり を変更するので、海岸法第２３条の３第３項の規定により、届け

出ます。
記

指 定 年 月 日 年 月 日

指 定 番 号 第 号

変更予定年月日 年 月 日

変 更 の 内 容
変更前

変更後

変 更 の 理 由

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第３９号

北海道建設工事執行規則の一部を改正する規則
北海道建設工事執行規則（昭和３９年北海道規則第６０号）の一部を次のように改正する。
別記建設工事請負標準契約書式第４３条の２第１号から第４号までを次のように改める。
� 受注者が排除措置命令（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年
法律第５４号。以下この条及び第４６条の２において「独占禁止法」という。）第４９条に規
定する排除措置命令をいう。以下この条及び第４６条の２において同じ。）を受けた場合
において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条
第２項に規定する処分の取消しの訴え（以下この条において「処分の取消しの訴え」と
いう。）が提起されなかったとき。

� 受注者が納付命令（独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。以
下この条及び第４６条の２において同じ。）を受けた場合において、当該納付命令につい
て処分の取消しの訴えが提起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法第６３条第２
項の規定により取り消されたときを含む。）。
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� 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当
該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴
えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

� 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措
置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活
動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提
起されなかったとき（当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消され
たときを含む。）又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであっ
て当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
別記建設工事請負標準契約書式第４３条の２第５号を削り、同条第６号中「受注者に対する
命令で確定した場合における当該命令を」を「処分の取消しの訴えが提起されなかった等の
場合（これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合（当該納付命令が
独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）又はこれらの命令に係る
処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは
棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。）における受注者に対する
命令とし」に、「各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう」を
「処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする」
に、「これが確定した」を「処分の取消しの訴えが提起されなかった等の」に改め、同号を
同条第５号とし、同条第７号を同条第６号とする。
別記建設工事請負標準契約書式第４６条の２第１項ただし書中「第６号まで」を「第５号ま
で」に、「、納付命令又は審決」を「又は納付命令」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第５号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員失業者退職手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２７年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員失業者退職手当支給規程の一部を改正する訓令

北海道職員失業者退職手当支給規程（昭和５０年北海道訓令第２１号）の一部を次のように改
正する。

第４条に次の２項を加える。
３ 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者（以下「受給資格者」とい
う。）は、受給資格票の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては別記第２号様式
の２による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては同様式によ
る受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することがで
きる書類及び受給資格票を添えて、速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、
受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添え
ないことができる。
４ 所属長は、前項本文の規定により受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提
出を受けたときは、受給資格票に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければなら
ない。
第６条中「基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者（以下「受給資格
者」という。）」を「受給資格者」に改める。
第１１条第１項中「ときは、」の次に「別記第５号様式の２による」を加える。
第１７条第１項中「同号ロに該当する者に係る就業促進手当（」の次に「雇用保険法施行規
則（昭和５０年労働省令第３号）第８３条の４に規定する就業促進定着手当（以下「就業促進定
着手当」という。）を除く。」を、「再就職手当に相当する退職手当支給申請書に」の次に
「、就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては別記第６号様式の４による就業促進定
着手当に相当する退職手当支給申請書に」を加える。
別記第２号様式の次に次の１様式を加える。
別記第２号様式の２（第４条関係）

（表面）
氏名

受給資格者 変更届
住所

番号

新氏名

１ 氏名

フリガナ

新

旧

２ 住所
新

旧
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３ 生年月日 年 月 日 ４ 変更年月日 年 月 日

北海道職員失業者退職手当支給規程第４条第３項の規定により上記のとおり届け出
ます。

年 月 日
受給資格者氏名 印

様
番号（ ）

電話番号（ ）

備

考

※口座名義変更確認欄

（裏面）
注意事項
１ 氏名を変更したときは、標題中「住所」の文字を抹消すること。この場合には、２
欄には記載しないこと。
２ 住所又は居所を変更したときは、標題中「氏名」の文字を抹消すること。この場合
には、１欄には記載しないこと。
３ 受給資格者氏名は、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
４ この届書には、変更の事実を証明することができる官公署が発行した書類（例えば、
住民票）を添えること。
５ ※印欄には、記載しないこと。
別記第４号様式（裏面）を次のように改める。

（裏 面）
受給資格者失業認定申告書

（該当する所に○印を付け、必要な事情を記載してください。）

�失業の認定を受けようとす
る期間中に、就職、就労、
内職又は手伝いをしました
か。

ア し た

イ しない

就職又は就労をした月日を記載してください。

内職又は手伝いをした月日を記載してください。

�内職又は手伝いをして収入を得た人は、
収入のあった日、収入額、その額が何日
分の収入かを記入してください。

収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分

収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分

収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分

�失業の認定を受けようとする期間中に引き続いて就職先を探しましたか。

ア 探した �求職活動をどのような方法で行いましたか。

求職活動の方法 活動日 利用した機関の名称 求職活動の内容

� 公共職業安定所による
職業相談、職業紹介等
� 民間職業紹介機関によ
る職業相談、職業紹介等
� 労働者派遣機関による
派遣就業相談等
� 公的機関等による職業
相談等

��の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。

事業所名、部署 応募日 応募方法 職種 応募の動機 応募の結果

� 知人の紹介
� 新聞広告
� 就職情報誌
� インターネット
� その他（具体的に記載してくだ
さい。）

イ 探さなかった （その理由を具体的に記載してください。）

�今、公共職業安定
所から自分に適し
た仕事が紹介され
れば、すぐに応じ
られますか。

ア 応じられる
イ 応じられない 応じられない理由は何ですか。

� 病気やけがなど健康上の理由
� 個人的又は家庭的事情のため（例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため）
� 就職をしたため又は就職予定のため
� 自営業を開始したため又は自営業開始の予定があるため
� その他（ ）

�就職した人、自営
業を開始した人又
はそれらの予定が
ある人が記入して
ください。

ア 就職 � 公共職業安定所紹介
� 職業紹介事業者紹介
� 自己就職

（就職先事業所）

月 日から就職（予定）

イ 自営 月 日から自営業開始（予定）

上記のとおり申告します。
年 月 日

受給資格者氏名 �

注意事項

１ この申請書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が記載すること。

２ �欄及び�欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回、公共職業安定所に出頭した日から認
定日（この申告書を提出する日）までの期間をいう。ただし、今回の認定日が求職申込み後初めての認定

日である場合は、求職申込みの日から今回の認定日の前日までの期間をいう。

３ �欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、会社の役員や嘱託
になった場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合又は自営業を開始するための準備やボラ

ンティア活動をした場合などであって、原則として１日の労働時間が４時間以上のもの（４時間未満で

あって、雇用保険の被保険者となる場合、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐ

には応じられない場合を含む。）をいう。

なお、賃金等の報酬がなくても就職又は就労をしたことになるものであること（無償のボランティア活

動など４に該当するものを除く。）。

４ �欄及び�欄の「内職又は手伝い」とは、雇用保険法第１９条の「自己の労働によって収入を得た場合」
のことをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合、すなわち事業主に雇用された場合、
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自営業を営んだ場合、他人の仕事の手助けをして収入を得た場合など働いた場合又はボランティア活動を

した場合などで、原則として１日の労働時間が４時間未満（雇用保険の被保険者となる場合を除く。）で

あって、「就職」又は「就労」とはいえない程度のもの（１日の労働時間が４時間以上であっても、１日

当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合は、これに含まれることがある。）をいうものであること。

なお、「内職又は手伝い」による収入を得ていない場合も�欄に記載すること。
５ �欄のアに○印を付けた者は、�欄の表に必要な事柄を具体的に記載すること。
６ �の�欄には、�の�欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合に、応募した事業
所名等を記載すること。

なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署の電話番号を併せて記載する

こと。

また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応募した方法を具体的に記載すること。

７ �欄のイの�に○印を付けた者は、その理由を（ ）の中に具体的に記載すること。

別記第５号様式（表面）�欄中
「

３炭鉱労働者
等の雇用の
安定等に関
する臨時措
置法第２３条
第１項第４
号の講習

４障害者の
雇用の促
進等に関
する法律
第５条の
適応訓練

５高年齢者等の雇
用の安定等に関
する法律第１５条
第１項の計画に
準拠した同項第
３号に掲げる訓
練

６沖縄振興開発
特別措置法第
４４条第１項第
４号の講習

」

を

「
３障害者の雇
用の促進等
に関する法
律第１３条の
適応訓練

４

高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律
第２３条第１項の計画
に準拠した同項第３
号に掲げる訓練

５沖縄振興開発特別措
置法第８１条に基づく
職業訓練

」

に改め、同様式の次に次の１様式を加える。

別記第５号様式の２（第１１条関係）
公共職業訓練等受講証明書

番号 未支給区分（１ 未支給、空欄 未支給以外）

待機満了年月日 年 月 日

支給期間 初日 年 月 日 末日 年 月 日

認定日数 受講日数 通所日数 特定職種受講日数 寄宿日数

内職（労働日数、収入
額）

円 就業手当支給日数 早期就業支援金支給日数

１ 受講者氏名 ２ 証明対象期間 年 月

３ 訓練受講職種

４ 右のカレンダーに該当する印をつけてください。 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

� 公共職業訓練等が行われなかった日（日・祝日等） ＝印 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

� 公共職業訓練等を受けなかった日のうち １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

ア 疾病又は負傷による場合 ○印 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

イ ア以外でやむを得ない理由がある場合 △印 ２９ ３０ ３１

ウ やむを得ない理由がない場合 ×印

５ 特記事項

上記の記載事実に誤りのないことを証明する。
年 月 日
（公共職業訓練等の施設の長の職氏名） 印

６ ２の期間中に就職、就労、内職又は手伝いをしましたか。 ア した イ しない

７ ２の期間中に内職又は手伝いをして収入を得ましたか。 ア 得た イ 得ない

８ 寄宿の有無 有（ ）・無

上記のとおり申告します。
年 月 日

受講者氏名 印
番 号（ ）

様

※連絡事項

備

考

注意事項

１ 公共職業訓練等を受けなかった日がある場合は、具体的事情その他必要な事項を５欄に記載すること。

２ ６欄及び７欄は、該当する記号を○で囲むこと。

なお、６欄又は７欄においてイを○で囲んだ者は、その内容を失業者の退職手当支給申請書により申

告すること。

３ ６欄及び７欄の「２の期間」は、公共職業訓練等受講開始前及び受講終了後の期間を除くものである

こと。

４ ６欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になった場

合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボラン

ティア活動をした場合などであって、１日の労働時間が４時間以上のもの（４時間未満であっても、雇

用保険の被保険者となる場合は、就職又は就労となります。）又は日雇労働者として臨時に労働したり、

会社の役員になったりした場合等をいうものであること。

なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労をしたことになるものであること。

５ ６欄及び７欄の「内職」又は「手伝い」とは、雇用保険法第１９条の「自己の労働によって収入を得た

場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合又はボランティア活動をした

場合などであって、他人の仕事の手助けをした場合などあなたが働いた場合で、「就職」又は「就労」

とはいえない程度のものをいうものであること。
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なお、「内職」又は「手伝い」による収入を得ていない場合も含むものであること。

６ ８欄には、該当するものを○で囲むこと。

なお、「有」を○で囲んだ者であって「別居して寄宿していない日」があるときは、その日及び理由

を（ ）内に記載すること。

７ 受講者氏名は、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

８ ※印欄には、記載しないこと。

別記第６号様式中
「

支
給
申
請
期
間

� 同一の傷病により受
けることができる給
付

� � � � � �  �

� �の給付を受けるこ
とができる期間

年 月 日から 年 月

年 月 日から 年 月

� 傷病手当に相当する
退職手当の支給を受
けようとする期間

年 月 日から 年 月

日まで 日間

日まで 日間

日まで 日間

」

を

「

支
給
申
請
期
間

� 同一の傷病により受
けることができる給
付

� � � �

� �欄の給付を受ける
ことができる期間

年 月 日か

年 月 日か

� 傷病手当に相当する
退職手当の支給を受
けようとする期間

年 月 日か

� 内職若しくは手伝い
をした日又は収入の
あった日、その額等
を記入してください。

内職又は手伝いを
した日
月 月 月
日 日 日

収入のあった日 月
収入のあった日 月
収入のあった日 月

� �  �

ら 年 月 日まで 日間

ら 年 月 日まで 日間

ら 年 月 日まで 日間

に改め、同様式の注意事項中４の事項

日 収入額 円 何日分の収入か 日分
日 収入額 円 何日分の収入か 日分
日 収入額 円 何日分の収入か 日分

」
を６の事項とし、３の事項の次に次の２事項を加える。
４ �欄には、�欄の期間中において、内職若しくは手伝いをした場合又は内職若しくは手
伝いによる収入を得た場合に記載すること。「内職若しくは手伝い」とは、雇用保険法第
１９条の「自己の労働によって収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれ
によって収入を得た場合、すなわち他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなた
が働いたりした場合であって、「就職又は就労」とはいえない程度のものをいうものであ
ること。
５ 申請者氏名は、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
別記第６号様式の３（表面）�欄を次のように改める。

�雇用期間 ア 定めなし 年 月 日まで
イ 定めあり （ 年 か月）

契約更新条項（ア 有 イ 無）
１年を超えて雇用する見込み（ア 有 イ 無）

別記第６号様式の３（表面）�欄を次のように改める。

� �の雇入年月日又は事業開始
年月日前３年間における就業に
ついての再就職手当に相当する
退職手当又は常用就職支度手当
に相当する退職手当の受給の有無

ア 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当す
る退職手当を受給したことがある。

イ 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当す
る退職手当を受給したことがない。

別記第６号様式の３（裏面）注意事項４の事項中「記載する」の次に「とともに、契約更
新条項の有無及び１年を超えて雇用する見込みの有無について該当するものの記号をそれぞ
れ○で囲む」を加え、同様式の次に次の１様式を加える。
別記第６号様式の４（第１７条関係）

就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書

１ 氏名 ２ 番号

３ 住所 〒

４
就職先の
事業所

名 称 事業所
番号

－ －

所在地 〒
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（電話番号 ）

５ １週間の所定労働時間 時間 分 ６ 求人申込み時等に明示した賃金額（月額） 万 千円

７ 雇用期間中の賃金支払状況

�賃金支払対象期間 �
�の
基礎
日数

�賃金額 �備考

事

業

主

の

証

明

� � 計

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

月 日 ～ 月 日

就職年月日 ～ 月 日

８ 上記の記載事実に誤りがないことを証明する。

年 月 日 事業主氏名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

９ 北海道職員失業者退職手当支給規程第１７条第１項の規定により、上記のとおり就
業促進定着手当に相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

様 申請者氏名 印

備
考

注意事項

１ この申請書は、再就職手当の受給に係る就職日から起算して６か月に至った日の翌日から

起算して２か月以内に、原則として、所属長に提出すること。

なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されない

ので注意すること。

２ この申請書は、受給資格票を添えること。

３ 申請者にあっては１欄から３欄まで及び９欄、当該申請者を雇用した事業主にあっては４

欄から８欄までをそれぞれ記載すること。ただし、１欄から３欄までは、再就職手当の支給

申請時から変更がない場合は、記載を省略することができる。

４ 申請書の記載について

� 申請者の記載事項

９欄の申請者氏名は、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。

� 事業主の記載事項

ア ５欄は、再就職手当の受給に係る就職日から６か月に至った時点における１週間の所

定労働時間を記載すること。

イ ６欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対して明示した賃金額

（月額）を記載すること。

ウ ７欄は、再就職手当の受給に係る就職日から最初に到達する賃金締切日（賃金締切日

が１暦月中に２回以上ある者については各暦月の末日に最も近い賃金締切日を、日々賃

金が支払われる者等定められた賃金締切日のない者については暦月の末日をいう。以下

同じ。）まで及び各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間ごとにそれぞれ記

載すること。

エ ８欄において、４欄から７欄までの記載事項の証明を行うこと。

別記第７号様式（表面）�欄を次のように改める。

�雇用期間 ア 定めなし 年 月 日まで
イ 定めあり （ 年 か月）

契約更新条項（ア 有 イ 無）
１年を超えて雇用する見込み（ア 有 イ 無）

別記第７号様式（表面）�欄を次のように改める。

� �の雇入年月日又は事業開始
年月日前３年間における就業に
ついての再就職手当に相当する
退職手当又は常用就職支度手当
に相当する退職手当の受給の有無

ア 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当す
る退職手当を受給したことがある。

イ 再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度手当に相当す
る退職手当を受給したことがない。

別記第７号様式（裏面）注意事項３の事項中「記載する」の次に「とともに、契約更新条
項の有無及び１年を超えて雇用する見込みの有無について該当するものの記号をそれぞれ○
で囲む」を加える。

附 則

１ この訓令は、平成２７年３月２７日から施行し、この訓令による改正後の北海道職員失業者
退職手当支給規程（次項において「改正後の訓令」という。）第１７条第１項及び別記第６
号様式の４の規定は、平成２６年４月１日から適用する。
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２ この訓令の施行の日から１年を経過する日までの間に限り、改正後の訓令別記第４号様
式、別記第５号様式、別記第６号様式、別記第６号様式の３及び別記第７号様式の規定に
かかわらず、この訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第４号様式、
別記第５号様式、別記第６号様式、別記第６号様式の３又は別記第７号様式の規定により
作成した用紙を使用することができる。
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